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1.2. 都市を取り巻く現状 

1.2.1. 低密度な市街地 
人口集中地区（DID）の面積の推移を

見ると、昭和 45 年～平成 1227 年の過

去 3045 年間で約 2 倍に拡大していま

す。 
一方、人口集中地区（DID）の人口密

度は、昭和 45 年～平成 1227 年の過去

3045 年で約 3 割の減少となっていま

す。 
しかしながら、公共交通を軸とした

拠点集中型のコンパクトなまちづくり

を位置づけて以降、現状を維持してい

る状況にあります。       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

図 1-3 人口集中地区（DID）の変遷（昭和 45 年、平成 12 年、平成 27 年の比較）

出典：国勢調査

図 1-2 市街地の面積の拡大と人口密度の推移

出典：国勢調査

図修正 

追加

※人口集中地区（DID）：国勢調査において設定される統計上
の地区。人口密度が 4,000 人/km 以上の基本単位区が互いに
隣接して人口が 5,000 人以上となる地区に設定される。 
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1.2.2. 都心から郊外に移転した主な施設 
これまで都心に立地していた主要な公共公益施設が、徐々に、郊外に展開してきてい

ます。 
このことは、市街地の外延化を助長し、都心部の空洞化の一因となっています。 
 

 
注）データは、平成 20年の富山市都市マスタープランの策定時のもの。 

              図 1-4 公共公益施設の移転状況 

 
 

1.2.3. 大規模小売店舗の郊外立地 
店舗面積が 1000 ㎡以上の大規模小売

店舗の分布を見ると、百貨店・複合店舗は

都心を中心に立地していますが、それ以

外の業態は都心以外の郊外部において拡

散的に立地しています。おり、また１万㎡

以上の大規模なショッピングセンターも

見られます。 
各種商品・買回り品小売業の動向を見

ると、平成１６年までは売場面積の増加

に対して、売場効率（売場面積当りの販売

額）は減少傾向にあり、店舗過剰の状況が

うかがえます。しかし、平成１９年以降、

売場効率は同水準を維持しています。 

                  

出典：富山市
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出典：富山県「大規模小売店舗の概

要」
図 1-5 大規模小売店舗の立地状況
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出典：公示地価

 

表 1-1 本市における各種商品・買回り品小売業の動向 

 
出典：商業統計     

注１）データは市町村合併後の富山市に組み替え。ただし、旧山田村、旧細入村は秘匿項目が多いため含めていない。 

注２）各種商品小売業：百貨店、総合スーパーなど 

注３）買回り品小売業：織物・衣服・身の回り品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、自動車・自転車小売業、 

           その他の小売業 

 
 

1.2.4. 中心市街地の地価の下落 
平成 8 年～平成 18 年の過去 10 年間における中心市街地の地価の推移を見ると、平成

18 年の地価は 41 万円/㎡となっています。これは、平成 8 年の地価 160 万円/㎡に比べて

約 1/4 となっており、中心市街地の魅力と活力が大きく低下しています。 
また、平成 18 年度以降は、41～44 万円/㎡を維持しています。 
 

 

 

図 1-6 総曲輪 3 丁目の地価の推移 

  

1/4 に低下 

現状を維持 
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第２章 富山市地域公共交通網形成計画 

1. 上位計画の概要 

1.1. 総合計画 

総合計画は、基本構想を次のとおり示しています。 
 

  
出典：第 2次総合計画

差し替え 
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1.2. 都市マスタープラン 

都市マスタープランは、全体構想で「まちづくりの理念と目標」、「将来都市構造」を次

のとおり示しています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：都市マスタープラン 
  

差し替え 
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出典：都市マスタープラン 

 
  

差し替え 
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出典：都市マスタープラン 

  

差し替え 
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出典：都市マスタープラン 

  

差し替え 
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出典：都市マスタープラン 
  

差し替え 
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出典：都市マスタープラン 

  

 

差し替え 
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出典：都市マスタープラン 

  

 

差し替え 
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出典：都市マスタープラン 

  

差し替え 
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出典：都市マスタープラン 

  

差し替え 
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出典：都市マスタープラン 

  

差し替え 
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出典：都市マスタープラン 

  

差し替え 
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出典：都市マスタープラン 

  

 

差し替え 
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2.4. 地域公共交通網形成計画の位置づけ 

2.4.1. 関連計画 
本計画は、富山市の将来像を示した「総合計画」、「都市マスタープラン」、「公共交通活

性化計画」などを上位計画として、まちづくりと連携した持続可能な交通ネットワークの

形成を目的とした計画として位置づけられます。 
また、公共交通活性化計画に位置づけられている施策の進捗状況を踏まえつつ、都市機

能の方針を定める「立地適正化計画」と一体的なものとして、本計画の策定を目指すもの

とします。さらに、都市の将来像に関わるその他の分野の計画として、環境未来都市計画、

観光実践プランなどとの連携も図る必要があります。 
本計画に基づき策定される計画としては、地域公共交通再編実施計画、軌道運送高度化

実施計画、LRT 整備計画があげられます。 
 

【本計画に関連する計画】 

上位計画  ――＞総合計画（第 1 次 H19.3、第 2 次 H29.3） 

都市マスタープラン（H20.3、H31.3） 

公共交通活性化計画～富山市公共交通戦略～（H19.3） 

関連する交通計画――＞総合交通戦略（H19.11） 

関連する都市計画――＞立地適正化計画（H29.3） 

中心市街地活性化基本計画(第 2 期:H24.3、第 3期:H29.3） 

その他の関連計画――＞環境未来都市計画（H24.5） 

観光実践プラン[改訂版]（H24.12） 

健康プラン２１（第 2次）（H25.3） 

 

 

図 2-7 本計画の位置づけ  
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図 5-3 公共交通軸と公共交通沿線居住推進地区 

図修正 
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（3） 数値目標の設定 
公共交通活性化計画を踏まえ、数値目標の設定の考え方を以下に示します。 
 
4） 利便性の低い鉄道を活性化させ、便利な鉄軌道になることによる人口増加（a） 
今後、公共交通の活性化によりＪＲ高山本線、地鉄不二越・上滝線を便利な鉄軌道

とし、沿線人口（a=[現在人口]×[トレンド]＝20,46028,200 人）を利便性の高い沿線

人口へと目指します。 
 
5） 公共交通軸の利便性を高め、魅力の向上による人口増加（b） 
公共交通軸の利便性向上により、都心および鉄軌道沿線 約 2,043ha（＝都心地区+

利便性の高い鉄軌道沿線＋利便性の低い鉄道沿線）の人口密度は、現在の 44.0 人/ha
から 50 人/ha を目指します。これにより将来の沿線人口は 102,140105,770 人と想定

されます。 
一方、運行頻度の高いバス路線沿線 約 1,446ha の人口密度は、現在の 34.4 人/ha

から、市街地の人口密度の目安である 40 人/ha を目指します。これにより、運行頻度

の高いバス路線沿線人口は 60,04061,830 人（注１）と想定されます。 
結果、将来の公共交通の便利な地域の人口は、102,140105,770 人＋60,04061,830

人＝162,180167,600 人（注 2）となります。 
注１）人口密度 40 人/ha となることによる増加した沿線人口と、すでに人口密度が 40 人/ha を超えて

いる沿線(婦中・山室・上堀・豊田・畑中方面)の現在人口を足し合わせ、将来の沿線人口を 61,830
人としている。 

注 2）便利な公共交通沿線に新たに引っ越してきた人（b）を含む。 
   (b)＝162,180167,600-[現在の公共交通軸沿線人口]×[トレンド]＝33,01028,600 人 

 

（4） 公共交通が便利な地域に住んでいる市民の割合 
本市の将来人口は、おおむね 10 年後の平成 37 年には 389,510397,000 人と予測さ

れることから、公共交通が便利な地域に住む市民の割合を現在の約３割からおおむね

10 年後に約４割＜目標値 42％（＝162,180167,600 人/389,510397,000 人）＞を目指

します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-4 公共交通が便利な地域に住む人口の考え方 

 注）公共交通が便利な地域に住む人口については、策定時 2005 年〔H17〕は利便性の低

かった JR 高山本線、地鉄不二越・上滝線を除いて集計。2017 年（H29）以降は JR
高山本線、地鉄不二越・上滝線を含んでいる。 

図修正
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5.2.3. 地域公共交通網形成計画の目標 
都市マスタープランおよび公共交通活性化計画との整合を図り、前述の考え方に基づき、

平成 37 年に公共交通が便利な地域に住む市民の割合を約 4 割にすることを目標とします。 

 基   準 

平成１７年 

実   績 

平成２７年 

目   標 

平成３７年 

公共交通が便利な地域

に住む市民の割合 

約 28％ 

（117,560 人） 

32.5％ 

（136,200 人）

約 42％ 

（162,180167,600 人）

 

5.2.4. 公共交通活性化に係る目標 
本計画において、都市の将来像に係る最終的な目標を、都市施策と交通施策の連携に

より、「公共交通が便利な地域に住む市民の割合」を約 4 割にすることとしています。 
そこで交通施策の進捗とその効果を計測するための数値目標を以下のとおり設定します。 

 

市全域における公共交通活性化を評価するための目標として、富山市内の鉄軌道およ

び路線バスの１日平均利用者数の富山市人口あたりの割合を設定します。 
現時点での公共交通利用者数の富山市人口あたりの割合を 13.7％（57,353 人（※）／

419,849 人）から約 15.9％（64,198 人／403,000 人）に上げることを目指すものとし、

平成 37 年度の目標値として設定します。 
本目標に対して、都市交通協議会で情報共有しながら調査・評価・改善などのＰＤＣＡ

サイクルを実施していくものとします。 
※公共交通１日平均利用者数は JR 北陸本線から特急を除いた推測値を使用しています。 

 
 
 

 
 

参  考 
平成１７年 

実  績 
平成２６年 

目  標 
平成３７年 

公共交通１日平均利用者数の
富山市人口あたりの割合 

13.3％ 13.7％ 約 15.9％ 
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5.3. 関連計画との連携 

5.3.1. 立地適正化計画との連携 
本計画は、都市機能および居住機能の配置を計画する「立地適正化計画」と連携しなが

ら進めていく必要があります。 
   

（1）立地適正化計画について 

立地適正化計画は、「都市再生特別措置法」の一部改正（平成 26 年 8 月施行）によ

り市町村が策定できることとなった計画で、駅等を中心とした徒歩圏に「居住を誘導す

るエリア（居住誘導区域）」を定めて人口密度を維持し、コンパクト化を促し、「都市機

能を誘導するエリア（都市機能誘導区域）」「誘導する都市施設（誘導都市施設）」を定

めて生活サービス機能などの都市機能を計画的に誘導するものです。 
 

 
図 5-6 立地適正化計画で設定する区域のイメージ 

 
立地適正化計画に位置付けられた誘導都市施設を民間事業者が公的不動産を活用し

て事業を実施する場合は、国から直接支援を行う制度が創設されました。また、これま

で補助対象とならなかった通所型の福祉施設や専門学校などの施設が新たに追加され

るなど、支援の範囲が拡充されています。 
都市機能誘導区域外における誘導施設の整備の動きを把握するため、立地適正化計

画で位置付けられた誘導都市施設を都市機能誘導区域外で建築する場合は、届出が必

要となります。 
 

 

（2）富山市立地適正化計画（素案）の内容の概要（平成 29 年 3月公表） 

1）計画の方針 

    本市では、都市マスタープランにおいて、今後の人口減少と超高齢化に備え、本計画で

は、富山市都市マスタープランを継承し、『鉄軌道をはじめとする公共交通を活性化させ、

その沿線に居住、商業、業務、文化等の都市の諸機能を集積させることにより、公共交通を

軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくり』の実現を目指し、これまでまちづくりを進

めてきたことから、本計画においてもその方針を継承することにします。 



 

137 
 

 

2）計画の方針・区域 

  都市全体を見渡す観点から、都市再生特別措置法では、立地適正化計画の区域は、

都市計画区域内となっておりいますが、本市では、都市全体を見渡す観点から、都市

計画区域だけではなく、都市計画区域外となるの山田地域や細入地域の地域生活拠点

も含めて検討することにします。を含めた市全域を計画の対象とします。 
 

3）計画の期間 

本市のまちづくりの基本方針を示した、都市マスタープランの目標年次であります

平成 37 年までとします。 
 

4）居住誘導区域 

  本市では、既に都市マスタープランにおいて、これまで｢都心地区｣と｢公共交通沿

線居住推進地区｣を設定し、居住の誘導を図ってきていることから、それらの地区を

基本として、居住誘導区域を設定することにします。（すべての鉄軌道６路線と運行

頻度の高いバス路線１３路線の公共交通軸の徒歩圏） 
 

5）都市機能誘導区域 

都市機能誘導区域は、居住誘導区域の内側に設定することになっており、本市でも、

都市マスタープランにおける「都心地区｣と｢公共交通沿線居住推進地区」の内側に設

定します。 
本市の都市マスタープランでは、都心地区や地域生活拠点をはじめとする駅やバス

停の徒歩圏に、居住を誘導するとともに日常生活に必要な諸機能の集積を図ることに

しています。 
  これらの地区は、それぞれ必要な都市機能や地域の特色が違うことから、本計画で

は、都心地区、地域生活拠点、駅やバス停の徒歩圏の３つに分類して検討することに

します。 
 

6）誘導都市施設 

誘導都市施設は、人口減少と超高齢社会においても、郊外部を含めた広域的な地域

全体の居住者の生活利便性を維持するために、都市機能誘導区域内に維持・誘導して

いきますが、それぞれの地域や都市機能の特性にあった誘導都市施設を選定すること

が望ましいと考えております。 
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3）居住誘導区域と都市機能誘導区域 

本市では、富山市都市マスタープランにおいて、富山駅から放射状に形成された公共

交通を軸として、駅やバス停の徒歩圏に「都心地区」、「公共交通沿線居住推進地区」を設

定し、居住や日常生活に必要な都市機能の誘導を行い、公共交通の利便性を向上させる

ことで、車を自由に使えない人も安心・快適に暮らすことができるまちづくりを進めて

きました。 
立地適正化計画では、「都心地区」、「公共交通沿線居住推進地区」を基本に、「居住誘導

区域」と「都市機能誘導区域」を同じ範囲で設定し、立地適正化計画の制度を活用しなが

ら居住と都市機能の誘導を図ることにしています。 
  

4）都市機能の誘導方針 

    立地適正化計画では、「都市機能誘導区域※」を「都心地区」、「地域生活拠点」、「駅や

バス停などの徒歩圏」に区分し、それぞれの地区に必要な都市機能の誘導を図るため、

以下のとおり地区の望ましい将来像を設定しています。 
※ただし、「地域生活拠点」及び「駅やバス停などの徒歩圏」は市独自の都市機能誘導区域 

○都心地区 

・商業、業務、芸術文化、娯楽、交流など市民に多様な都

市サービスと都市の魅力、活力を創出する本市の顔にふ

さわしい広域的な都市機能が充実している 
・居住者のための日常生活に必要な機能も充実している 
・商業・業務機能が集積し、就業の場が充実している 

 

○駅やバス停などの徒歩圏 

・鉄道駅やバス停を中心とした徒歩圏において、最寄り

品の購入など日常生活に必要都市機能が概ね立地し

ている 

 

○地域生活拠点 

・地域生活拠点の圏域住民の最寄り品の購入や医療、金

融サービスがなど日常生活に必要な機能が充実して

いる 
 

○地域生活拠点（都市計画区域外） 

・地域生活拠点の圏域住民の最寄り品の購入や医療、金

融サービスなど日常生活に必要な機能が生活交通や

各種サービスの維持確保によって享受できる 
 
 
 
 
 
 
 

都心地区 

駅やバス停などの徒歩圏 

地域生活拠点 

地域生活拠点 

（都市計画区域外） 

図 5-7 将来像のイメージ図 

図追加 
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図 5-8 居住誘導区域と都市機能誘導区域 

図追加 
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5）誘導施設の設定 

   本市では、各地区における望ましい将来像に基づき、都心地区においては、本市の魅力

を高める広域的な都市機能が充実している必要があることから、図書館、美術館、専門学

校、地域医療支援センターを誘導施設に設定します。 
 

都心地区の誘導施設（広域的な都市機能） 

地 区 都市機能 誘導施設 

都心地区 
教育文化機能 図書館、美術館、専門学校 
医療機能 地域医療支援センター 

 

また、本市では、市域を歴史的なつながりや一体性を考慮して分けた 14の地域生活圏

において、それぞれの核となる拠点を地域生活拠点として設定しており、商業、医療、金

融などの日常生活に必要な都市機能は、地域生活拠点に集約を図り拠点性を高めること

が必要であると考えております。 

    このため、地域生活拠点において、日常生活での利用頻度が高く、地域の拠点となる

徒歩圏への立地が望ましい「スーパー」、「銀行や郵便局」、「地域医療の窓口となる内

科」の立地状況を確認したところ、一部の地域でスーパーや内科の立地が無い地域があ

りました。 

    このことから、スーパーの利用圏域人口（周辺人口１～３万人）を満たしている地域は

スーパー、圏域人口を満たない地域はコンビニ（周辺人口 3,000～4,000 人）を市独自の

誘導施設に設定します。 

  

地域生活拠点の誘導施設（日常生活に必要な都市機能） 

地 区 都市機能 誘導施設 
和合、大山地域 商業機能 スーパー 
山田、細入地域 商業機能 コンビニ 

 

 

6）施策展開 

    本市では、「公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくり」の実現に向け、

「①公共交通の活性化」、「②公共交通沿線地区への居住推進」、「③地域拠点の活性化（中

心市街地の活性化を含む）」に取り組むことにします。 
 

■公共交通沿線地区への居住推進（居住の誘導施策） 

まちなかや公共交通沿線における住宅の取得、共同住宅の建設や宅地整備を支援す

る「まちなか居住推進事業」や「公共交通沿線居住推進事業」による居住推進施策を継

続します。また、今後、増加が見込まれる空き地や空き家の活用、駅周辺開発に係る事

業支援制度について検討を進めます。 
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■地域拠点の活性化（都市機能の誘導施策） 

居住の誘導により公共交通沿線の徒歩圏の人口密度を高め、基礎的な需要を確保し、

日常生活に必要な都市機能の維持・誘導を図ります。 
①一部の地域で不足する商業機能の誘導を図るため、スーパーやコンビニエンススト

アに対し、市独自の立地支援の検討を行います。 
②国の支援制度の活用により都市機能の誘導を図ります。 
③既存の店舗や移動販売、送迎サービスなどの維持に向けた支援を検討します。 
④店舗等が建築できない第一種低層住居専用地域は、柔軟な用途地域の変更を検討し

ます。 
 

■公共交通の活性化（公共交通に関する施策） 

都心地区や地域生活拠点を結ぶ公共交通軸の活性化を図るとともに、郊外部や中山

間地域では、生活の足となる生活交通サービスの維持に取り組みます。 
 
 

■その他（居住誘導区域外側の地域での施策など） 

居住誘導区域の外側については、引き続き、従来の都市マスタープランの考え方に基

づき、地域生活拠点や駅やバス停などの徒歩圏への公共交通サービスの維持、向上を図

り、生活に必要なサービスが享受できる住環境の維持・確保に努めます。 
また、都市計画区域外の地域生活拠点については、それぞれの拠点としての機能が発

揮できるよう、引き続き、従来の都市マスタープランに基づき、必要な取り組みを実施

するとともに、農山村部の既存集落や歴史的、文化的に優れた拠点では、地域生活拠点

と連携を図りながら、集落機能の維持や既存ストックの活用について取り組みます。  
 

（3）立地適正化計画との連携 

    立地適正化計画は、都市マスタープランの理念である『鉄軌道をはじめとする

公共交通を活性化させ、その沿線に居住、商業、業務、文化等の都市の諸機能を

集 積させることにより、公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづく

り』を継承することとしております。 

また、立地適正化計画において定められる「居住を誘導するエリア（居住誘導

区域）」及び「都市機能を誘導するエリア（都市機能誘導区域）」に居住や都市機

能を円滑に誘導するためには、公共交通が活性化されていることが前提であり、

これまで進めてきたすべての鉄軌道６路線と運行頻度の高いバス路線１３路線

の公共交通軸の活性化を進めていきます。 
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具体的な施策メニューを以下に示します。 
 
1） 路面電車の南北接続 
①路面電車の南北接続 

本市は、公共交通を軸とするコンパクトなまちづくりを推進しており、富山駅お

よび周辺地区においては、交通拠点機能を一層強化するとともに、県都富山市の玄

関口に相応しい LRT の走る高質で魅力ある都市空間の創出を目指しています。 
路面電車の南北接続は、都心地区と北部地区とのアクセス強化や利便性向上など

の公共交通活性化を図る観点から、新富町一丁目から牛島町間に軌道を約 250m 延

伸し、富山地方鉄道富山軌道線と富山港線の接続を図るものです。延伸区間には、

制振軌道を採用し、高架下にバリアフリーに対応したハイグレードな新停留場を設

置することにより、新幹線、在来線からの乗り換え利便性が格段に向上します。 
なお、事業の手法は、軌道の整備は富山市が行い、運行は富山地方鉄道株式会社

および富山ライトレール株式会社（南北接続後は運転を富山地方鉄道㈱へ一元化）

が行う上下分離方式を採用し、低床車両（LRV）を順次導入して、おおむね平成 31
年度末の全線開業完成を目指します。また、この事業に合わせて、富山港線軌道区

間約 1.1km をに上下分離方式へ転換を採用しました。 
 

②富山港線の軌道複線化 

富山駅高架下における路面電車南北接続や永楽町地内新停留場の整備による所

要時間増加に対応するため、富山港線の軌道区間の一部（約 300m）を複線化する

ことにより、現在と同じ運行間隔での運行を実現します。 
 

③永楽町地内新停留場整備 

利用者の更なる利便性向上に向け、駅間が長いインテック本社前停留場と奥田中

学校前停留場の間にバリアフリーに対応したハイグレードな新停留場を設置しま

す。 
 

④ブールバール新停留場整備（構想） 

路面電車南北接続事業にあわせて、利用者の利便性向上を図るため、富山駅停留

場とインテック本社前停留場の間に、バリアフリーに対応したハイグレードな新停

留場を構想しています。設置します。 
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図 5-10 路面電車南北接続事業位置図 

 
図 5-11 上下分離方式の事業スキーム 

 

図 5-12 富山港線軌道複線化位置図 
  

新停留場（ﾌﾞｰﾙﾊﾞｰﾙ上）

図修正
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4） ICT を活用した公共交通機関のロケーション情報などの配信 
バスの接近情報や乗り換え情報を提供することは、定時性や運行頻度に関する利用者の

不満を解消するために重要な施策といえます。また、バスに限らず公共交通の情報を一元

化し、利用者目線での情報提供を推進していくことが利用促進に向けて重要となります。 

バスロケーション情報の提供方策として、県や県内市町、交通事業者等の関係者で

組織する「富山県地域公共交通情報提供推進協議会」において、県内の全域の民営バ

スと公営バスを網羅したバスロケーションシステムを整備し、利便性の向上とバスの

利用促進を図ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 5-19 情報収集と情報提供の仕組み イメージ 

 

 
 

 

 

 

 

出典：富山市資料 

図 5-20 ICT を活用した情報配信取組事例（富山まちあるき ICT コンシェルジュ事業） 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

図修正 

図 5-21 バスロケーションシステム イメージ 
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5.8.2. 基本方針① 公共交通軸の活性化によるコンパクトなまちづくりの実現 
（1） 鉄軌道活性化計画 

 

 
 

 

 

 

 

■鉄軌道活性化計画 
日常生活や都市活動を支える鉄軌道 
ネットワークの実現 

短期的に着手する

施策 

中長期的に実施する

施策 

事業 

主体 

（案） 

①LRT ネ

ットワーク

の形成 

路面電車の南北接続   富山市 
富山地方鉄道

富山ライトレ

ール 
電停のバリアフリー化

 
  富山地方鉄道

道路管理者 
新型車両の導入 
 

  富山市 
富山地方鉄道

市内電車と地鉄上滝線

との連携 
 

  富山市 
富山地方鉄道

②増便を核

とした利便

性向上 
 

鉄道の増便による利便

性強化（JR 高山本

線、地鉄不二越・上滝

線） 

  富山市 
JR 西日本 
富山地方鉄道

③地域内鉄

道としての

サービス強

化 

東富山駅、呉羽駅にお

ける新改札の設置等に

よる機能強化 
 

  あいの風とや

ま鉄道 

あいの風とやま鉄道線

の新駅整備 
  あいの風とや

ま鉄道 

地鉄不二越・上滝線の

新駅整備 
  富山地方鉄道

④交通結節

点の整備 

パーク＆ライド駐車場

の整備（JR 高山本

線、地鉄不二越・上滝

線） 
 

  富山市 
JR 西日本 
富山地方鉄道

富山駅、南富山駅にお

ける駅機能および交通

結節点機能の強化 

  富山市 
富山地方鉄道

（交通事業者と調整）

（交通事業者と調整）

（交通事業者、道路管理者と調整）

（交通事業者と調整）

（交通事業者と調整）

（交通事業者と調整）

（南北接続後は運転を富山地方鉄道㈱へ一元化） 
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5.8.5. 地域公共交通再編事業 
地域公共交通再編事業（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第２条第１１号）

に位置づける事業は、以下のとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.8.6. 軌道運送高度化事業 
軌道運送高度化事業（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第２条第６号）に位

置づける事業は、以下のとおりです。 
 
 
 
 
 
（１） 低床車両の導入 

南北の路線を運行する車両について、加減速性に優れ、バリアフリーに対応したデザイン性

の高い低床車両（ＬＲＶ）を順次導入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図 5-37 低床車両（ポートラム）     図 5-38 低床車両（サントラム） 

 

 

 事業名 頁 具体的な事業 

１ ＬＲＴネットワークの形成 145 

・路面電車の南北接続 

・新型車輌の導入 

・市内電車と上滝線との連携 

２ 交通結節点の整備（全路線） 150 市内電車と上滝線との連携 

３ 

イメージリーダー路線の 

整備、公共交通軸の更なる 

機能強化 

154 信頼性の高いバスシステムの導入 

都市整備と連携したバスの 

機能強化 
156 信頼性の高いバスシステムの導入 

４ 公営コミュニティバス等の 

効率的な運行 
158 

・地域の実情に応じたルート再編 

・利用者数に応じた小型車両の活用 

・乗合タクシーの導入、デマンド型へ

の移行 

 事業名 頁 具体的な事業 

１ ＬＲＴネットワークの形成 145 
・路面電車の南北接続 

・新型車輌の導入 
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（２）樹脂固定軌道の導入 

  騒音や振動を抑制するため、レールを樹脂で固定する制振軌道を導入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）停留場の整備 

  バリアフリーに対応した停留場を設置します。 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

図 5-38 バリアフリーに対応した停留場（富山駅停留場完成イメージ） 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


